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*3：難燃六重同軸ケーブルは JIS 耐電圧試験を実施 

JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

   ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合 

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 

50 Hz または 60 Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規 

定時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋 

ポリエチレン）」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び 

「難燃三重同軸ケーブル」の 60年間の通常運転期間及び重大事故等時を想定した条 

件を包絡している。また，「難燃六重同軸ケーブル」の 41 年間の通常運転期間及び 

重大事故等時を想定した条件を包絡している。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー 

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三 

重同軸ケーブル」の長期健全性試験条件を表 1.17，表 1.18，表 1.19 及び表 1.20 に 

示す。 

 

表 1.17 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 
 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×270 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度

（65.6 ℃）では，難燃一重同軸ケーブ

ル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）は

60年間以上の運転期間を包絡する。 

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：1,010 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 296 

kGy（60 年間の通常運転期間約 2.7×102 

kGy に重大事故等時線量 26 kGy を加え

た線量）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.428 MPa 

曝露時間：13日間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度約 115 ℃， 高圧力 0.20 MPa を包

絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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表 1.18 難燃六重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 
 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度

（65.6 ℃）では，難燃六重同軸ケーブ

ルは 41年間の運転期間を包絡する。 

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：760 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 296 

kGy（60 年間の通常運転期間約 2.7×102 

kGy に重大事故等時線量 26 kGy を加え

た線量）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.686 MPa 

曝露時間：13日間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度約 115 ℃， 高圧力 0.20 MPa を包

絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

 

表 1.19 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 
 試験条件 説明 

加速熱劣化 110 ℃×2,472 時間 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，難燃一重同軸ケーブ

ル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）

は 60 年間以上の運転期間を包絡する。

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：260 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 101 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3 Gy に

重大事故等時線量約100 kGyを加えた線

量）を包絡する。【別紙 4.添付-4)参照】

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25時間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度（100 ℃）， 高圧力（0.0069 MPa）

を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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b. 試験条件 

試験条件は，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の 60 年 

間の通常運転期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡する。 

また，試験条件は，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の 

重大事故等時を想定した条件を包絡している。 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

を表 3.1 に示す。 

 

表 3.1 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 148.8 ℃×241 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 60 ℃*1では，

60年間以上の通常運転期間に相当する。 

【別紙 5.添付-4)参照】 

放射線照射 

（通常時+事故時） 
放射線照射線量：290 kGy 

東海第二で想定される照射線量約64 kGy（60年

間の通常運転期間約38 kGy*2に設計基準事故時

線量26 kGy*3を加えた線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約64 kGy

（60年間の通常運転期間約38 kGy*2に重大事故

等時線量26 kGy*4を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.38 MPa 

曝露時間：約 100 日間 

東海第二で想定される設計基準事故時の 高温

度 171 ℃*3， 高圧力 0.31 MPa*3を包絡する。 

また，重大事故等時の 高温度約 115 ℃*4，

高圧力 0.20 MPa*4を包絡する。 

【別紙 5.添付-2)参照】 

*1：通常運転時における原子炉格納容器内同軸コネクタ設置箇所環境温度実測値の 大値

に余裕を加えた値 

*2：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

通常運転時線量 約 38 [kGy]＝0.072 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×60 [y] 

*3：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*4：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 
*1～*4 は【別紙 5.添付-3)参照】 

 

c. 評価結果 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）は運転開始後 60年間 

の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気において絶縁を維持できると評価する。 

また，重大事故等時条件は，長期健全性試験条件に包絡されていることから重大 

事故等時雰囲気においても絶縁を維持できることを確認した。 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結 

果を表 3.2 に示す。 
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別紙 5.添付-3)-2 

 
説 明 

 

③ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内） 

 

 

 

 

 

*1:通常運転時における原子炉格納容器内同軸コネクタ設置箇所（ペデ

スタル）環境温度実測値の 大値（約 56 ℃）に余裕を加えた値 

*2:通常運転時における原子炉格納容器内（ペデスタル）の環境条件設

計値 

*3:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*4:設計基準事故時における原子炉格納容器内同軸コネクタ設置箇所

（ペデスタル）の設計値（13 kGy/h）を基に，設計基準事故時にお

ける要求機能である未臨界達成確認に要する時間（概ね 1時間）に

余裕を加えた時間（2 時間）における積算値 

*5:重大事故等時（原子炉停止機能喪失事象）における原子炉格納容器

内の環境条件 

*6:重大事故等時（原子炉停止機能喪失事象）における原子炉格納容器

内同軸コネクタ設置箇所（ペデスタル）の放射線量は設計基準事故

時の放射線量を超える範囲にないが，保守的に設計基準事故時にお

ける設計値（13 kGy/h）を基に，原子炉停止機能喪失事象時に未臨

界達成確認に要する時間（概ね 1 時間）に余裕を加えた時間（2 時

間）における積算値とした 

*7:重大事故等時条件のうち，当該同軸コネクタ（中性子束計測器）の

要求機能である未臨界達成確認までに， も厳しい環境条件となる

原子炉停止機能喪失事象を想定 

 

 

 

 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時*7 

周囲温度 
60 ℃*1 

( 高) 

171 ℃*3 

( 高) 

115 ℃*5 

( 高) 

高圧力 0.0138 MPa*2 0.31 MPa*3 0.20 MPa*5 

放射線 
0.072 Gy/h*2 

( 大) 

26 kGy*4 

( 大積算値) 

26 kGy*6 

( 大積算値) 
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別紙 8.添付-7) 

タイトル 複合体を形成することでのケーブル通電機能及び絶縁機能への影響と 

ケーブルの経年劣化を考慮した評価について 

説 明  複合体を形成することでのケーブル通電機能及び絶縁機能への影響に 

ついては，東海第二発電所原子炉設置変更許可申請及び東海第二発電所 

工事計画認可申請の中で確認している。 

1. 設計段階での確認 

 (1) 原子炉設置変更許可 

   原子炉設置変更許可申請書添付書類八「変更後における発電用原

子炉施設の安全設計に関する説明書」の複合体を形成する設計の中

で，設計事項として複合体内部への熱の蓄積への影響を考慮しても

非難燃ケーブルの通電機能や絶縁機能が損なわれないことを確認す

ることが示されており，補足説明資料「東海第二発電所 火災による

損傷の防止」の別添資料-4「東海第二発電所 非難燃ケーブルの対応

について」の中で，複合体の形成による通電機能及び絶縁機能への

影響の確認方法が示されている。（資料-1 参照） 

 (2) 工事計画認可 

   工事計画本文「1.火災防護設備の基本設計方針」の代替措置（複

合体）を施す設計の中で，複合体を構成する防火シートには，ケー

ブルに悪影響を及ぼさないため，電気的機能の実証試験等でケーブ

ルに影響を与えないことを確認したシートを使用する設計とするこ

とが示されている。添付書類 V-1-1-7「発電用原子炉施設の火災防

護に関する説明書」の補足説明資料 5-26 「複合体による影響の確

認」の中で，複合体施工後の電気的機能に影響のないことを以下の

とおり確認されている。（資料-2 参照） 

  ・通電機能：複合体施工時の電流低減率を確認した。 

その際，周囲温度が 40℃となるように設定している。 

  ・絶縁機能：複合体施工による絶縁機能への影響の無いことを確認 

した。 

   以上より，複合体を形成してもケーブル通電機能は複合体のない 

状態と同等となるように電流低減率を設計段階で配慮していること 

から，通電機能への影響はない。 

 なお，設置変更許可及び工事計画では，火災防護の観点で複合体の

検討をしていることから全ての複合体が対象となっている。 
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説 明 2. 複合体施工段階での確認 

  複合体施工前に工事計画認可の中で確認された電流低減率がケーブルの

設計裕度内にあることを確認する。 

 

3. 経年劣化を考慮した評価 

ケーブルの絶縁低下に対する劣化評価は，東海第二のケーブルの周

囲温度（設計温度 40℃）にて評価を行っている。 

設置変更許可と工事計画の中で複合体を施工しても周囲温度が設計 

温度以内に収まることを確認していることから，ケーブルの経年劣化

を考慮しても電気的機能への影響は以下のとおり問題とはならない。 

  ・通電機能：設計段階で電流低減率を考慮しており，想定される劣

化事象がないため，高経年化対策上問題とならない。 

  ・絶縁機能：ケーブルの周囲温度は，40℃以下となるように電流 

低減率を考慮しているため，経年劣化評価の中で行 

ったケーブルの長期健全性試験（周囲温度 40℃に 

設定）に影響はない。  

 

以 上 
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